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マエストロの解説

　平成29年度税制改正では、国際課税分野にお
ける主要かつ重要な改正項目として、「内国法
人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特
例」、いわゆる外国子会社合算税制（従前は
「タックスヘイブン対策税制」として導入、執
行されていた）が大きく改正されることになっ
た。この税制は、外国に所在する子会社の所得
を日本法人である親会社の所得に合算して課税
するものであるが、外国に所在する法人の株式
を一定以上所有する個人（居住者）にも適用さ
れる（雑所得として確定申告により納税）こと
から、税制改正大綱では、「外国子会社合算税
制等の総合的見直し」（下線筆者）とされてい
る。これは、外国子会社を保有する日本法人の
みでなく、海外法人の持分という形態で海外投
資を行う個人も対象となることを明確に示唆す
るもので、富裕層による海外への資産移転に対
抗しようとする課税当局の意図が感じられると
ころでもある。

総合的見直しの背景1
（1）税制改正大綱での指摘　
　平成29年度税制改正の議論の過程では、「パ
ナマ文書」等が示唆する海外への資本や財産の
移転等を通じた「租税回避」の問題も取り上げ
られ、今後の国際課税のあり方についても今回
の税制改正では深く議論されたようである。そ
の結果、「国際課税」分野の政策に重点が置か
れた。その点について大綱では、「日本企業の
健全な海外展開を支え、その果実の国内還流を
促すとともに、租税回避に対してはこれまで以
上に効果的に対応していく」という基本的な考
え方のもと、個別の制度改正に当たっての検討
ポイントとして、次の3つの基本方針が示され
ている。
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①　BEPSプロジェクトの合意事項の着実な実
施を通じた国際協調の推進
②　BEPSプロジェクトの基本的考え方（経済
活動や価値創造の場と税が支払われる場所を
一致させる）を踏まえ、健全な海外展開を歪
める誘因を除去
③　税に関する透明性の向上に向けた国際的な
協調
　このように、国際課税分野の改正は、「BEPS
プロジェクト」及び「国際協調」がキーワード
と考えられ、今回の外国子会社合算税制の改正
も、「BEPSプロジェクト」で示された提言内
容に大きく依拠しているところである。なお、
大綱で述べられている具体的事項は、次のよう
に要約することができる。
　「外国子会社の経済実態に即して課税すべ
き」との「BEPSプロジェクト」の基本的考え
方を踏まえ、（a）経済実体のない、いわゆる受
動的所得は合算対象とする一方で、（b）実体の
ある事業からの所得であれば、子会社の税負担
率にかかわらず合算対象外とする。その際、た
とえば、金融機関が本業から得る金融所得は合
算対象から除く等、（c）企業のビジネス実態を
十分に踏まえて合算対象を決定するとともに、
企業にとっての予見可能性にも留意する。ま
た、（d）租税回避にかかわっていない企業の子
会社に事務負担が発生しないよう、所要の措置
を講ずる。
　具体的には、外国子会社を通じた租税回避リ
スクを、子会社の租税負担割合や会社全体の事
業実態といった「会社の外形」によって判断す
るアプローチから、個々の所得の内容や稼得方
法といった「所得の内容」に応じて把握するア
プローチへと改める。その際、企業にとっての
予見可能性に留意するとともに、租税回避に関
わっていない企業の子会社に過度な事務負担が
発生しないよう、所要の措置を講ずる。これに
より、外国子会社の租税負担割合が一定以上で

あれば経済実態を伴わない所得であっても一
律・自動的に合算せず申告も求めない一方、一
定の航空機リース事業等、実体ある事業から得
た所得であっても会社単位で合算課税してしま
う場合があるという、現行制度の問題点に対処
する。また、税に関する透明性向上に関する国
際協調の観点から、透明性向上に向けた進捗が
見られない国・地域に対して、他のG20諸国と
足並みを揃えて「防御的措置」を講ずることが
できるよう、当該国・地域に所在する子会社に
合算課税を発動する制度を改正の一環として導
入する。
（2）「BEPSプロジェクト」で示されたポイント
　「BEPSプロジェクト」の最終報告書では、
一般的なCFCルール（日本では、タックスヘ
イブン対策税制ないしは外国子会社合算税制）
を①対象となる外国子会社（日本の制度では外
国関係会社）、②適用除外・足切基準、③対象
所得の定義・範囲、④合算所得の計算方法、⑤
合算割合・納税義務者の範囲、⑥二重課税の排
除方法といった六つの構成要素に分解し、それ
ぞれについていくつかの選択肢、ベストアプ
ローチが示された。
　特に、③の対象所得の定義、範囲について
は、配当、利子、保険所得等の法形式に基づい
て分類された所得ごとに合算して課税する「カ
テゴリーアプローチ」を中心としつつ、適用除
外規定としての「実質アプローチ」（たとえば
所得の取得に実際に必要となった事業施設やス
キルのある従業員の有無により合算所得を判定
する）や資本投下に見合う所得を超える所得を
合算する「超過利潤アプローチ」が勧告されて
いる。　

改正点の詳細2
（1）改正の全体像
　本制度の具体的改正点は、制度の骨格の改正
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から所要の整備といった細かい点まで多岐にわ
たるところであるが、重要なポイントとしては
概ね次の点に集約される。
①　外国関係会社の範囲の見直し
②　会社単位の合算課税制度への変更
③　特定の外国関係会社の特例的課税
④　一定所得の部分合算課税制度の範囲の拡充
　これら改正点については、税制改正大綱で
は、「会社の外形」によって判断するアプロー
チから個々の所得の内容や稼得方法といった
「所得の内容」に応じて把握するアプローチへ

と改めるとされているが、上記会社単位の合算
課税制度は現行制度と大差なく、一定所得の部
分合算課税制度は現行制度における資産性所得
の合算課税と同様のものと考えられる。また、
これらの改正にあたっては、企業実態や企業活
動へ配慮しているといわれているが、結果的に
改正後の新しい制度は、現行制度より厳しいも
のとなるのではないかと考えられる。
　なお、外国子会社合算税制に係る改正は、外
国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する
事業年度から適用される。外国関係会社の事業

現　　行
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【図2】特定事業用資産の買換特例

【特定事業用資産の買換特例】
　措法65条の7の9号に規定。長期保有の土地等、建物又は構造物を譲渡し、新たに事業用資産（買換資産）を
取得した場合、譲渡した事業用の譲渡益の課税の繰延を認める。また、同10号で船舶の買換え特例を規定。

実体ある事業からの所得であれば合算対象外とし、経済実体がない受動的所得であれば合算対象とする

【要件②】給与等支給額の総額：前の事業年度以上

【要件③】給与等支給額の平均：前の事業年度を上回る

※事業等に要する土地、駐車場等で、面積が300㎡以上のものに限る
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譲渡益1億円に課税されるところ、本特例により圧縮損を8,000万円計上することで差額の2,000万円のみに
課税。8,000万円分の譲渡益は繰延（土地の場合は売却時に繰延解消、他の資産は減価償却を通じて解消）。

平成27年度税制
改正で機械装置
が対象から外れる

↓
機械装置および
工具への対象の
拡充を要望

帳簿価額
4,000万円
（圧縮後）

（出典：財務省資料）
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所得税・個人住民税の諸控除のあ
り方を全体として改革する中で実現

「夫婦世帯」を対象とする
新たな控除を創設。
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①事業部門のスピンオフの場合（分割型分割） ②完全子会社のスピンオフの場合（現物分配）
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（認定のポイント）
•高い先進性を有すること

地域中核事業計画（仮称）

課税の特例措置

認定された事業計画に基づいて行う設備投資に係る減税措置を講じる

（認定のポイント）
•都道府県の策定する基本計画に合致していること
•地域経済に対して高い波及効果があること
•国内外における競争力を有すること
（主な支援措置）
課税の特例、金融支援、専門的アドバイス、規制特例

（認定のポイント）
•高い先進性を有すること

地域中核事業計画（仮称）

課税の特例措置

30
％
未
満

20
％
未
満

【図】外国子会社合算税制：改正後のイメージ   

経済活動基準

A 事業基準
　主たる事業が株式の保有、IPの
提供、船舶・航空機リース*等でな
いこと
★一定の要件を満たす航空機
リース会社を除く

B 実体基準
 本店所在地国に主たる事業に必
要な事務所等を有すること

C 管理支配基準
 本店所在地国において事業の管
理、支配及び運営を自ら行って
いること

D 所在地国基準（下記以外の業種）
　主として所在地国で事業を行っ
ていること
★製造子会社に係る判定方法の
整備
　非関連者基準（卸売業・保険業
など7業種）
　主として関連者以外の者と取
引を行っていること
★関連者取引の判定方法の整備
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★ ペーパーカンパニー／事実上のキャッシュボックス／
　ブラックリスト国所在のもの
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（認定のポイント）
•都道府県の策定する基本計画
に合致していること
•地域経済に対して高い波及効
果があること
•国内外における競争力を有す
ること
（主な支援措置）
課税の特例、金融支援、専門的
アドバイス、規制特例

（出所：税制調査会・小委員会（2016年12月6日）提出資料　を基に作成）
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記事に関連するお問い合わせ先
記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお
伝えいたします。

TEL:03-5281-0020　FAX:03-5281-0030　e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

年度が基準となり、かつ、平成30年4月1日以
後に開始する事業年度から適用されるため、実
際の合算課税は2年程度先となると考えられる。
（2）外国関係会社の範囲の見直し
　①　間接保有の判定基準
　外国関係会社の判定上、間接保有割合の判定
においては、外国法人（内国法人等との間に
50%超の株式等の保有を通じた連鎖関係がある
外国法人）が有する判定対象となる外国法人に
対する持株割合等に基づいて算定することとな
る。これは、現行制度では、間接保有について
は計算上の持分（持分を掛け算する）により判
定していたが、改正後は、連鎖の最終位置の外
国法人が有する対象となる外国関係会社の持分
により判定することとなる。これは、50%以上
の連鎖関係がある場合、当該外国関係会社に対
する実質的な支配の度合いは最終段階での持分
で判断できる点を考慮したものといえる。
　②　実質支配関係基準による判定
　外国関係会社の判定において、その資本持分

を基準とせず、内国法人（又は居住者）がその
外国法人の残余財産の概ね全部を請求すること
ができる場合には、その外国法人を外国関係会
社に含める。
　③　トリガー税率（租税負担割合）の廃止
　現行制度では、いわゆるタックスヘイブンと
される軽課税国に所在する外国関係会社を「特
定外国子会社等」として本制度の対象としてい
るが、この「特定外国子会社等」とは租税負担
割合が20%未満であるものとしている。トリ
ガー税率の廃止は、この「特定外国子会社等」
の概念を廃止し、外国関係会社の所在地、つま
りは租税負担割合にかかわらず、すべての外国
関係会社をいったんは本制度の対象とし、別途
の基準により合算課税の適否を判定することを
意味している。しかしながら、合算課税の免除
基準（後述）として「20%」という基準を設け
ていることから、当該改正点は「トリガー税
率」の廃止というより、内容的には単なる計算
手順の変更と捉えることもできる。


